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   午前１０時００分開議 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより、本日の会議を開きます。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表（第４号）、議員派遣一覧

表、以上２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、髙木法生議

員、萬代泰生議員を指名いたします。 

 日程第２、議案第２号から日程第１１、議案第１１号までを会議規則第３５条の

規定により一括議題といたします。竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  議長にちょっとお願いなんですが、さきの本会議で私が発

言しましたことで、１点、訂正がありますから、発言をお許し願いたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  許可いたします。 

○１７番（竹岡昌治君）  それでは、議長からお許しいただきましたんで、先日の本

会議初日に、昨年の４月２２日執行の美祢市議会議員の一般選挙における当選人、

いわゆる私のことなんですが、当選無効の申し立ての裁判結果を報告させていただ

きました。 

 そのことに関しまして、原告、坪井康男議員は、名指しにして批判をいただいた

がと、こういう発言でございました。その事実を指摘して意見とすると、こう言わ

れましたが、私は決して批判をしたのではございません。事実を報告したつもりで

ございましたが、原稿には、全員協議会の要点筆記というふうに書いておったので

すが、読み違えまして、全員協議会の議事録というふうに申し上げました。このこ

とにつきましては、訂正をさせていただきたいと思います。いわゆる全員協議会の

議事録というんじゃなくて、要点筆記というふうに訂正をさせていただきます。 

 次に、せっかくですから、原告の坪井議員は最高裁では審議してないと、判決で

はなく決定であります、こういうふうに言われました。まさにそのとおりではござ
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いますが、従って判決理由がない、とんでもない錯誤である、るる言われたことは

錯誤である、事実に反していることを、議会で堂々と言われるのは感覚がよくわか

らないと、こう発言されております。私も、当日、るる申し上げました。これが、

るる言われたことが錯誤であるということになりますと、間違いということになる

わけであります。そこで、私としては、間違いではなく、言葉は足らなかったとい

うことで、もう少し御説明させていただきますが、広島高等裁判所の告訴から報告

をしたいと思います。それまでは、もう、皆さん御存知だろうと思います。 

 原告、坪井康男議員は審査申し立てに対する判決が広島高等裁判所第３部、平成

２４年の１２月７日に、口頭弁論を終結して、１２日に判決があったわけでありま

す。内容は、先日申し上げましたとおりでございます。この判決を、原告、坪井康

男議員は全部不服として、民事訴訟法３１８条に基づき、最高裁判所に上告受理の

申し立てを、平成２４年、昨年の１２月２０日に提出されました。私のところには、

最高裁判所から、平成２５年の３月２５日、春でございますが、記録到着通知書が

届きました。内容は、現裁判所から、いろんな下記事件記録の送付を受けましたと、

こう書いてありました。今後は、当裁判所で審議することになりましたのでお知ら

せしますと。 

 以下は省略いたしますが、さらに２５年の７月４日、最高裁から公文書として、

公職選挙法関係事件の確定について通知並びに調書によりますと、事件の表示等は、

これは役所のあれでございますからいいんですが、その中に、私が申し上げました

のは、原裁判の判決、いわゆる原判決は広島高裁でございます。それもちょっと誤

解があったかと思います。最高裁判所とは言わなかったつもりなんですが、そう、

とられましたんで、原判決の広島高等裁判所の判決が、坪井議員がおっしゃったよ

うに小法廷、大法廷の話もされましたが、小法廷は５人の裁判官、さすがです。名

前はいちいち申し上げる必要はございませんが、公文書として、５名の方の裁判官

がこれに携わって、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定すると。ここで、本件

を上告審としては受理しないという決定をしたということで、原判決が効力を発し

た。つまり、先日申し読み上げたとおりでございます。 

 この判決によりまして、私は、先日、読み上げたとおりでございますが、このこ

とを、この議場において、あるいは、私を支持していただいた市民の皆さんに対し

て、謹んで真実の報告を申し上げたいと、このように思っております。ただ、事実



- 6 - 

誤認並びに門前払いという発言が、多くの皆様から私に対しまして、あんた嘘の報

告をしたんかと、こういうふうに電話が入ってまいりました。 

 先ほど申し上げたように、るる言われたことは誤認だと、こういう発言がそのこ

とだろうと、私は推測いたしましたが、私は決して言葉は足らんかったかも知れん

が、間違ったことは申し上げていない、本質的に間違ったことは申し上げていない

というふうに答弁申し上げました。 

 最近、テレビでひらざわなおきじゃないんですが、やられたら倍返し、このよう

な風潮が、笑われた方もいらっしゃいますけど、テレビ終わりましたよね。最後は

１００倍返しという話だった。こんな風潮が、テレビじゃなくって、今、世の中で

たくさん起きています。こういうことが、私は二度と起きないように、先日も冤罪

事件のようなものが起きないようにというお話を申し上げました。議長は、そのと

きに政治倫理をきちんとやっていただきたいと申し上げまして、近々やりたいと、

こうおっしゃったんですね。しかしながら、この議会中は、いよいよきょうが最終

日でございますが、追加の議案が出るかもしれませんが、結局、会派代表者会議で

も、何もなかったように伺っております。 

 ぜひ、美祢市議会の倫理条例の再検討を強く要望し、先日の一部訂正を含めた報

告を申し上げたいと、このように思います。 

 時間をとっていただきまして、ありがとうございました。 

○議長（秋山哲朗君）  今、お話がございましたように、政治倫理条例につきまして

は当然のことでありますので、近いうちに会派代表者会議で諮りながら進めてまい

りたいと思っております。 

 なお、今、テレビのドラマの話をされましたけども、あれ半沢直樹ですので、よ

ろしくお願いいたします。よろしいですか。 

 それでは、進めさせていただきます。本件に関し、常任委員長の報告を求めます。

教育民生建設観光委員長。 

   〔教育民生建設観光委員長 岩本明央君 登壇〕 

○教育民生建設観光委員長（岩本明央君）  おはようございます。ただいまより、教

育民生建設観光委員会の委員長報告を申し上げます。 

 去る９月３日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案５件につい

て、９月６日午前９時３０分より、議案第９号、１０号及び１１号にかかわる現地
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審査を行い、１０時３０分より、委員会室において、村田市長初め、執行部１７名

の方々、オブザーバーの秋山議長と委員全員出席のもとで、机上審査を行いました

ので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 最初に、議案第７号美祢市介護保険条例及び美祢市後期高齢者医療に関する条例

の一部改正についてを御報告申し上げます。 

 執行部より、さきに公布された地方税法の一部を改正する法律により、地方税法

の延滞金等の割合の特例の見直しが行われ、６月定例会において、美祢市税条例も

同様に改正が行われました。介護保険料及び後期高齢者医療保険料についても、同

様に関係条例を改正するものですとの詳細説明がありました。詳細内容については

割愛させていただきます。 

 質疑・意見はなく、採決の結果、全員異議なく全会一致にて原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第８号土地改良事業の一部を変更することについてを御報告申し上げ

ます。 

 執行部より、これは於福町下萩原の石宗ため池の改修工事について、当初の事業

費５，４００万円を４，２００万円に減額するもので、工法変更によるものですと

の説明がありました。 

 委員より、ため池改修工事は前回も減額があったが、どのような理由か、さらに、

ため池改修整備計画の進捗状況はどのようになっているかとの問いに対して、執行

部より、ため池改修の現場の状況により、調査段階でボーリング調査等々、実際に

現地に入ってみないとわからない場合もあります。差異が生じ、工事費の変更にな

ることもあり、減額や増額の場合もあります。さらに、市内にはため池が６７８カ

所あり、そのうち危険ため池は１５カ所、県に報告しています。危険ため池解消の

ため、県営中山間総合整備事業等を順次行いたいと思っておりますとの答弁があり

ました。 

 さらに、委員より、危険ため池の判断基準は何か、また、工事費の補助率はどう

かとの質問に対し、執行部より、判断基準はため池の下流に公共施設、あるいは人

家があるかどうかというのが、一つの判断基準となります。さらに、老朽化や漏水

等も判断材料になります。負担割合は、国が５０％、県が３５％、市が１３％、地

元負担が２％ですとの答弁がありました。 
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 そのほかには、本案に対する質疑・意見はなく、採決の結果、全員異議なく全会

一致にて原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号市道路線の認定について、議案第１０号市道路線の変更につい

て、議案第１１号市道路線の廃止についてを御報告申し上げます。 

 これら三つの議案は関連がありますので、執行部より一括して説明がありました。

執行部より、議案第９号から１１号の３件は西厚保町原地区における県道下関美祢

線改良工事に関連して、市道の認定、変更、廃止をするものです。 

 議案第９号は、改良工事により、旧県道が市道に降格されるため、市道原深土線

として認定するものです。 

 議案第１０号は、改良工事により、接続地点が変わる市道の起点終点をそれぞれ

変更するものです。 

 議案第１１号は、議案第１０号の変更による重複する市道深土線を廃止するもの

ですと、地図を示して詳しく説明がありました。 

 委員より、廃止される深土古烏帽子線、約２５０メートルはどのような扱いにな

るのかとの問いに対して、執行部より、その部分は市道台帳からなくなり、市道と

しての管理もなくなりますが、下地は美祢市の土地であり、市として管理しなけれ

ばなりませんとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、変更市道や廃止市道へ、車が間違って入ったら出られなくな

る可能性があるのではないかとの問いに対して、執行部より、バリケード等置いて、

車両は入られないよう対応しておりますとの答弁がありました。 

 委員より、県道から格下げされるに当たり、舗装やガードレール等傷んでいる箇

所の補修整備について、山口県との話し合いはどうなっているかとの問いに対して、

執行部より、この県道工事の計画当初、市と県で協定書を締結しており、開通に当

たり、担当者同士で十分確認を行っておりますとの答弁がありました。 

 委員より、臨時バス停が大変便利がよいので、地域の住民が喜んでおられるが、

その箇所を続けてはどうかとの問いに対して、執行部より、運行しているサンデン

バスと協議を行っておりますとの答弁がありました。 

 このほかには、本３案に対する質疑・意見はなく、採決の結果、全員異議なく全

会一致にて原案のとおり可決されました。 

 以上で、本会議において、本委員会に付託されました議案５件についての報告を
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終わります。 

 次に、その他の項目での審査の内容について、御報告を申し上げます。 

 委員より、別府小学校体育館のステージの上の天井板落下についての対応はどう

かとの質問に対して、執行部より、老朽化も進み、雨漏りも広範囲で発生しており、

応急処置で対応してまいりましたが、今後の方針につきましては、耐震化とも併せ

てしっかり検討していきますので、少し時間をいただければと思っております。今

回の天井板落下は、今月中には対応しますとの答弁がありました。 

 委員より、淳美小学校の給食統合について、進捗状況についてお伺いしたいとの

質問に対して、執行部より、昨年末に保護者から要望のあった淳美小学校給食調理

場移行準備協議会を設置し、３回の協議を重ねてきており、平成２６年４月から秋

吉調理場から、給食の配送に向けて準備を進めています。秋吉調理場の改修、淳美

小学校の改修も来年４月に向けて、着々と準備を進めていますとの答弁がありまし

た。 

 さらに、委員より、地域の方々からいろいろ意見が聞かれるが、説明不足ではな

いかとの質問に対して、執行部より、協議会の中には、ＰＴＡ会長、ＰＴＡ副会長、

給食を豊かにする会の会長もおられ、意見は十分聞いております。協議会の中では、

給食が冷たくなるのではないか、調理員の姿が見えない、他校のランチルームを見

学したい等々要望が多くありましたが、きちんと対応していますとの答弁がありま

した。さらに、委員より、地域の意見、要望等を出尽くして、事業に反映されるよ

う期待したいとの要望がありました。 

 委員より、長門市では給食統廃合にして、１カ所にまとめ、地域の方々に納得し

てもらっているようですが、美祢市の場合はチラシの配布等納得できる情報提供は

やられたかとの質問に対して、執行部より、地域の皆様、保護者の皆様等々、何回

も説明会を開催しております。美祢市においてはどこの給食調理場でも、安心でお

いしい給食をつくっておりますとの答弁がありました。 

 委員より、市道七田祖母ヶ河内線の拡張工事、厚狭川の護岸嵩上げ工事等の日程、

計画について聞かしてほしいとの質問に対して、執行部より、七田地区は平成

２２年の大災害で厚狭川の氾濫により孤立した経緯があり、１２月までに七田祖母

ヶ河内線の工事を完了し、工事車両の進入が可能になったところで、２６年１月か

らの３カ月間に厚狭川護岸整備工事を終了する予定です。奥の七田線についても、



- 10 - 

来年度予算で１００メートル改良工事を行って終了する予定ですとの答弁がありま

した。 

 その他の項目が終了後、執行部より、平成２５年１０月から運用開始される下関

市美祢市消防指令業務共同運用についての詳しい説明がありました。 

 以上をもちまして、教育民生建設観光委員会の委員長報告を終わります。 

 なお、本委員会は閉会中といえども、所管事項の審査を行うことを議長に申し出

ておりますので、申し添えます。 

   〔教育民生建設観光委員長 岩本明央君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  教育民生建設観光委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、教育民生建設観光委員長の報告を終わりま

す。 

 続いて、総務企業委員長の報告を求めます。総務企業委員長。 

   〔総務企業委員長 河本芳久君 登壇〕 

○総務企業委員長（河本芳久君）  それでは、ただいまより、総務企業委員会報告を

行います。 

 本議会で、総務企業委員会に付託されました議案４件につきまして、９月９日午

前９時３０分から委員全員出席のもと審査いたしましたので、その概要について御

報告いたします。 

 最初に、議案第２号平成２４年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを議題

とし、まず、執行部より説明を受け、その後、質疑を行いました。 

 執行部から、平成２４年度美祢市水道事業決算報告書をもとに、水道事業と簡易

水道事業の収益的収入及び支出、また続きまして事業報告等がなされ、最後に企業

債償還金については、２４年度に２億４，８０８万６，０６５円を償還しており、

平成２０年度をピークに、それ以降は減少傾向にあるとの説明もありました。 

 次に、執行部の説明に対し、委員より、美東、秋芳の水道水の硬度が高いという

ことで、水道水をよくする会が平成２３年６月１７日に、美祢市長に署名簿と要望

書を持ってお会いした。その際、平成２５年度には水道料金を一本化すると言われ

ました。また、水道水の硬度低減化についても、２５年度までには何とかすると約

束されましたが、この決算書にそういったことはどこにあらわれているのか、こう
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いう質問がございました。これに対して、市長より、美東、秋芳の水道水の軟水化

について要望に来られましたが、その際、軟水化には多くの経費がかかること、水

道料金の統一にも大きく影響してくることを御理解賜りたいと申し上げたことを記

憶しております。また、今回は明確な年度まで述べられましたが、恐らくそのよう

なことは言っていないと思います。軟水化については、地元の要望が大きいので、

努力させていただき、できるだけ早い時期にやっていきたいと思います。水道料金

にも大きく影響するので、これと併せてシミュレーションというお話をしたと思い

ますとの答弁がありました。 

 その他、執行部より、これらの件について、事業名として決算書に記載していま

せんが、２４年度には実務的には料金統一の作業を進めています。硬度低減化装置

については、２５年度の当初予算に調査委託料を計上していることは、当初予算説

明時に説明してありますとの答弁がございました。 

 その他、質疑や意見はなく、全員異議なしで、議案第２号は原案どおり認定され

ました。 

 続いて、議案第３号平成２４年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを議

題とし、執行部に説明を求めました。 

 執行部より、最初に病院事業、介護老人保健施設事業及び訪問看護事業の収益と

支出について説明があり、続いて、病院事業等の施設ごとの経営状況について説明

がなされました。 

 委員より、二つの病院の入院患数は前年度比２，９６９人の減で、外来患者数は

前年度より９，２０５人の減となっている。また平成２０年度と比べましても、こ

の５年間で、外来患者が２万３，０８８人減となっている。このうち美東病院では

１万８，１５２人の減、このあたりの理由について、どのように分析されているか

との質問がありました。執行部より、患者の減少についてはあらゆる方面から分析

していますが、今、お答えできる部分としては、まず診療日数の減少、もしくは非

常勤講師に変更した診療科目がありますので、このあたりで減少しているとの認識

があります。総合的には、医師の慢性的な不足も影響していると認識しています。

医師の確保については、関係機関に強く働きかけていますとの答弁がありました。 

 他の委員から、医師の確保の問題だけではなく、接遇の問題だとか、病院内の明

るさといったことで、市民からの声を聞きますが、病院の環境について、どのよう
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に評価されているかとの質問がありました。これに対し、両病院においては接遇研

修を実施しており、美祢市立病院では患者満足度調査を毎年実施しています。これ

によると、比較的高い評価をいただいております。病院の明るさについても問題が

あるように受けとめてはおりませんが、いずれにしてもこのような声があるという

ことは受けとめさせていただき、今後内部で、そのようなことがないよう調整させ

ていただきたいと思いますとの答弁がありました。 

 さらに他の委員より、職員の給与等の処遇改善、働きやすい環境づくりについて、

どう考えているかとの質問がありました。執行部より、給与等の処遇改善について

は、他団体との比較も斟酌しながら検討していきたいとの答弁がありました。 

 その他、質疑や意見はなく、全員異議なしで、議案第３号は原案のとおり認定さ

れました。 

 次に、議案第４号平成２４年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分についてと、

議案第５号平成２４年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定についてを議題とし、

いずれも関連がありますので、一括して執行部から説明を求めました。 

 まず、最初に、平成２４年度美祢市公共下水道事業決算報告書に基づき、収益的

収入及び支出事業等について説明がありました。また、議案第４号の剰余金の処分

については資本金、資本剰余金は処分せずに、未処分利益剰余金の中から減債積立

金として１，０００万円を積み立て、建設改良積立金に２，０００万円積み立てる

こととし、３，１３７万３２９円を繰越利益剰余金として繰り越しますとの説明が

ありました。 

 委員より、下水道の普及率はどの程度進んでいるのかと質問がありました。執行

部より、平成２４年度の水洗化人口は８，５３８人、水洗化された戸数は３，

４９１戸、また普及率については、水洗化された戸数を区域内の戸数で割ったもの

で、これが８６．７％、水洗化できる区域については、年々拡張しているとの答弁

がありました。 

 このほか、質疑や意見はなく、採決の結果、全員異議なく全会一致で原案どおり

可決されました。 

 本委員会に付託されました議案４件についての審査は全て終了いたしました。 

 その他として、委員から、美祢市社会復帰センターの職員の方が、地域ボランテ

ィアとして月１回清掃活動を行っている。現在、市道の草刈りについては、
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１００メートル当たり１，０００円の補助金が出ているが、同センター周辺の管理

道等、市道ではない市有地の草刈り等の環境整備についても支援策はないかとの地

元の声がある。これに対する市の考えを聞かせていただきたいとの質問がありまし

た。市長より、美祢社会復帰促進センターの職員の方が、地域共生を目指してやら

れることなので、支援できる手だてを、今後十分検討していきたいとの答弁があり

ました。 

 また、他の委員より、水道料金の統一及び秋芳、美東の水道水の硬度低減化につ

いては以前から問題だが、２５年度予算で軟水化の調査等委託料が組まれ、軟水化

装置設置の話が進むと思っていた。しかし、このたび、秋芳地区住民から硬度低減

化に伴う水源地調査に関する要望書が市長に提出され、納得するまで調査すると言

われますが、これらの件について執行部の考えを伺いたいとの質問がありました。 

 市長より、水道料金については合併のとき一市二町で非常に格差があり、合併時

に統合することは非常に難しかったので、合併後、議論を深めて統合するといった

経緯がありました。合併後に、特別会計で行っていた美東、秋芳の簡易水道の資産

を管理、整理し、企業会計に統合しました。また、秋芳、美東の市民の要望のある

水道水の硬度低減化、すなわち料金を統一するには、同じレベルの水を供給するこ

とで市民の理解が得られると考え、軟水化に係る調査設計の今年度経費を上げてお

ります。ところが、このたび秋芳地域の方々から、秋芳地域には硬度の低い水があ

るので、これを混ぜて、ブレンド方式で硬度低減化を図ってほしいという要望書が

提出されました。住民の強い要望があるので、ペレット方式とブレンド方式のどの

方式が経費面で安くできるか等について検討し、また、水源調査も実施し、早い時

期にどちらがいいかを決めていきたい。水道水の軟水化については、必ずやるとい

う気持ちで走っております。２８年の終わりか、２９年度にできればと思っている

との答弁がありました。 

 さらに委員より、硬度低減化装置を通して供給されている水道水の安全性につい

てどうかとの質問がありました。美祢市上水道はペレット方式で、平成８年４月よ

り導入しており、数カ月の試験運転のデータをとって認可を受け、供給しておりま

す。安全性には自信を持っているとの執行部からの答弁がございました。 

 他の委員より、硬度低減化の要望は２３年度に出されているが、何か後回しとい

うか先送りというか、そういった感じがするがという質問がありました。これに対
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して、市長より、軟水化を延ばしているようなニュアンスで言われましたが、そん

なことはなく、一生懸命努力しています。水道水を軟水化すること、水道料金を統

合することは、簡単ではなく難しいということを御理解いただきたいと思います。

意図的におくらせているということは全くありませんとの答弁がございました。 

 以上で、本委員会における審査は全て終了しましたが、議会の閉会後も、審議必

要な案件があれば、議長の許可を得て、本委員会を開くことを申し添えておきます。 

 以上で、総務企業委員会の報告を終わらせていただきます。 

   〔総務企業委員長 河本芳久君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  総務企業委員長報告に対する質疑はありませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、美祢市の水道事業会計決算の、この委員会で行わ

れた審議について、質問２点していきたいと思います。 

 まず、最初に、水道料金の統一につきましては、作業を進めるということであり

まして、それで今後、軟水化装置等検討されて、いつごろできるか、ちょっとわか

りませんけれども、それについて、まず、今の公営企業会計で、それをベースとし

て水道料金、旧美祢市、美東、そして秋芳町、これで統一を、まず、していくのか、

そしていずれ、この軟水化装置等が使われるかどうかわかりませんけども、ついた

際には水道料金のイニシャルランニング、設備投資、コスト等入れて、そしてそれ

をさらにプラスアルファして、また、水道料金が決定されるのかどうか、その辺に

ついてのお尋ねと、今後、水道料金の決定につきましては、そういった審議会、行

政を中心に５年程度をめどに決定するということもうたわれておりますけれども、

今後そういった審議会等を設けて料金の決定を行うかどうか、そういったところの

ものが出たかどうか、それについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員、議案に対する質疑ですから、これは、軟水化につ

いては議案ではございませんので。 

○６番（岡山 隆君）  軟水化じゃなくて、その前の料金統一に関しまして、今回、

そういった方向でやるということでありましたので、今後、料金の統一はまず、今

現在、軟水化をしない、そういったベースで行っていくか、そういったことがあっ

たかどうか、その辺について、お尋ねしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  河本委員長。 

○総務企業委員長（河本芳久君）  先ほど、報告いたしましたように、水道料金の統
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一と軟水化については、同時に並行してこれから検討させていただきたい、こうい

うのが委員会における執行部の答弁であったかと、私のこの、今の記憶には。だか

ら、どちらを先にというふうな形では審議しておりません。 

○６番（岡山 隆君）  そうしたらまた、今後、その辺も併せて、しっかりと検討し

ていくということで、理解していいということですね。 

○議長（秋山哲朗君）  委員会ですから……。 

○６番（岡山 隆君）  執行部が決めていくことであるけれども、議会側として、そ

の辺を、何といいますか、そういった方向をしっかりと見ていくということでいい

ということですね。 

○総務企業委員長（河本芳久君）  この件については、委員会では言及しておりませ

ん。 

○議長（秋山哲朗君）  委員長報告ですから、委員会でやられたことの報告について

の質疑でおさめていただきたいと思います。 

 よろしいですか。 

○６番（岡山 隆君）  はい。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、総務企業委員長の報告を終わります。 

 続いて、予算委員長の報告を求めます。予算委員長。 

   〔予算委員長 髙木法生君 登壇〕 

○予算委員長（髙木法生君）  それでは、ただいまより、予算委員会の委員長報告を

申し上げます。 

 それでは、さきの本会議において、本委員会に付託されました市長提出議案１件

につきまして、去る９月１２日、午前９時３０分より委員全員出席のもと、審査を

いたしましたので、その審査の経過と結果につきまして、御報告申し上げます。 

 平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第４号）について、執行部より、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，２８０万７，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５０億９，１７２万２，０００円とするもの

ですとの説明がありました。 

 本議案について質疑・意見はなく、採決の結果、全員異議なく全会一致にて原案
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のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、予算委員会の委員長報告を終わります。なお、本委員会は閉

会中といえども、本委員会に関する件について、引き続き審査することを議長に申

し出ておりますので、併せて御報告申し上げます。 

   〔予算委員長 髙木法生君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  予算委員長報告に対する質疑はありませんか。坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  ただいまの予算委員長の御報告の中には入っておりませんで

したが、私は、去る９月１２日の予算委員会におけるその他の事項で、美祢農林開

発に関して、二つの情報を開示していただきたいと、執行部にそのように要望いた

しました。 

 すなわち、１点目が平成２１年度から３年間にわたり、国から美祢農林開発に支

給された年平均約７５０万円の緊急雇用対策補助金が、美祢農林開発の損益計算書

の営業外収益欄に計上されておりますが、これは不適切な会計処理との疑いを私は

持ちますので、もし、農林開発に税理士さんが入っておられるのであるならば、そ

のような会計処理が適正か否かについて、税理士さんの見解書を議会宛てに出して

いただきたい、これが１点目の要望です。 

 ２点目の要望は、平成２１年度から毎年継続して美祢市から支給されている竹財

資源活用事業運営補助金が、目的外に流用されているのではないかとの疑念があり

ますので、美祢農林開発の指定管理業務と、その他の業務にわけた部門別収支を議

会宛てに提出してほしい。 

 この２点について要望いたしました。市長は美祢農林開発の大株主の立場であり、

また、施設の設置者たる立場ということで、美祢農林開発に関与されており、全て

の情報を知り得る立場にあります。 

 また、いずれの情報も、格別の調査の要することのない、単純な事実問題であり

ますから、委員長のほうから、市長あるいは執行部に、要望した事柄について、お

答えをしていただけるかどうか確認をしていただきたい、このように思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  髙木委員長。 

○予算委員長（髙木法生君）  先ほど、坪井委員からの発言でございますけれども、

執行部から、そのような２件については、まだお受けしておりませんので、そうい
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った依頼は申し述べられません。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  私の要望に対して、まだ委員長のもとには回答が届いていな

いということでありますが、いずれ届くんでありましょうか。それとも、このまま

何もないんでしょうか。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  これ、委員会じゃございませんので、そういったことにつき

ましては、坪井議員も委員会の委員ですから、そこの場でやっていただきたいと思

います。あくまでも委員長報告に対する質疑ですから、そこをお間違えないように

していただきたいと思います。坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  あくまでも、委員長報告に対して、質疑を行っているわけで

す。ほかの委員会でも、その他の関連事項で、あれだけたくさん質疑応答があった

じゃないですか。何で、私の要望だけ、無視されるんですかということ、そういう

ことをされれば、余りにも不公平な議会運営と違いますか。 

 お答えください。 

○議長（秋山哲朗君）  ちょっと待ってください。あなたも、今、言った、予算委員

会の委員であるということはおわかりですよね。あくまでも、委員会でやられるこ

とではないんですかということを私は今、言っています。 

○３番（坪井康男君）  わかります。それじゃ言います。髙木委員長の委員長報告に

取り上げていただいていないから、どうなりましたかという質問をしておるんです

よ。おかしいですか。 

 ほかの委員会では、随分とその他の事項でおっしゃったことが、いっぱい……。 

○議長（秋山哲朗君）  今、あの、岡山議員が発言されたのは、委員会に所属してお

られないからですよね。 

○３番（坪井康男君）  委員会に所属していても、私の要望が委員長報告にないから

お尋ねしておるんですよ。 

○議長（秋山哲朗君）  だから、委員会でやるようなことじゃないんですかというこ

と、私、言っているんです。 

○３番（坪井康男君）  どうしてですか。じゃあ、委員会で……。 

○議長（秋山哲朗君）  委員会の中で、あくまでもそういったことは、……。 
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○３番（坪井康男君）  委員会で、じゃあ、お答えなるとも、ならんともおっしゃっ

てないじゃないですか。その他で要望したことについて。髙木委員長、なぜ、あな

た、議長のほう見られるんですか。 

○予算委員長（髙木法生君）  いやいや、手を上げようと思って。 

○３番（坪井康男君）  おかしい、きちんとお答えください。不公平です。 

○議長（秋山哲朗君）  髙木委員長。 

○予算委員長（髙木法生君）  その委員会にですね、坪井議員から御発言ございまし

たけれども、要望として、私は捉えたものですから、ここの委員長報告では報告し

ておりません。 

○議長（秋山哲朗君）  坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  ですから、要望として、執行部にお伝えいただいたんですか、

いただいてないんですか。そして、いただいたんならば、執行部から後ほど答える

からという報告をいただいておるのか、それともこの案件は無視という報告だった

かお聞きしているんですよ。 

○議長（秋山哲朗君）  ちょっと、暫時、休憩しましょう。 

   午前１０時５５分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時３０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き、会議を開きます。髙木委員長。 

○予算委員長（髙木法生君）  先ほどの、坪井議員の件でございますけど、しっかり

受けとめさせていただきたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  委員長にお願いですが、せめて、委員長報告の中にそういう

要望があったということを加えていただけませんか。それを加えていただければ、

私はこの問題は、もうやめます。ぜひお願いいたします。 

 あなたは、事前に、確かに私に、委員長報告に入れないけどもいいかと言われる

から、私はあえて言われるんなら、それは委員長の御判断ですからと、もって、あ

と、質問できると思っていたんですよ。だけど、はなからもう握り潰すという、そ

ういう感じに私は受けとめましたから申し上げたんです。せめて、ほかのところは

全部、要望も何も入れてありますよ、委員長報告。ぜひ、お願いします。それだけ
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をお答えください。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか、質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、予算委員長の報告を終わります。（発言す

る者あり） 

 以上をもちまして、常任委員長の報告を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま、教育民生建設観光委員長、総務企業委員長、予算

委員長からの申し出のとおり、委員会の所管事項につきまして、閉会中も調査する

ことに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、委員会の所管事項につきま

しては、閉会中も調査することに決しました。 

 続きまして、特別委員長の報告を求めます。地域産業活性化対策特別委員長。 

   〔地域産業活性化対策特別委員長 西岡 晃君 登壇〕 

○地域産業活性化対策特別委員長（西岡 晃君）  それでは、ただいまより、地域産

業活性化対策特別委員会の委員長報告をいたします。 

 去る８月８日、議会閉会中でありましたが、委員１名欠席のもと、地域産業活性

化対策特別委員会を開催いたしましたので、報告いたします。 

 執行部のほうで進められております、美祢市六次産業化基本計画にあります美祢

ブランド（仮称）の認定への流れの説明を受け、美祢市六次産業化推進協議会を

８月１２日に、第１回目の会議を予定し、今後のスケジュールを協議し、また、協

議会の下部組織になる美祢ブランドの審査会を設置し、審査員を指名し、その中で、

認定基準、認定案をまとめていただき、審査会での候補を市長へ報告し、最終的に

市長が認定をする、この流れにおいて、美祢ブランド認定物が決定されるという流

れになりますとの説明を受け、議会の美祢ブランド認定に対する意見を、この特別

委員会で集約していきたい旨を委員に諮り、了承いただき、各委員より美祢ブラン

ド認定に関するさまざまな意見をいただき、次回までに、特別委員会所属の委員以

外の議員さんにも意見を求め、まとめることといたしました。 

 次に、９月１３日に開かれた地域産業特別委員会の報告をいたします。 

 ８月８日に行われた特別委員会での意見、また他の議員さんから出された意見を



- 20 - 

まとめ、当初の設置目的でもある六次産業の推進をしていく手段としての美祢ブラ

ンドへの意見集約をしたので、議長へ次の内容を提出したい旨の報告をし、了承い

ただきました。内容といたしまして、美祢ブランド認定に係る件、首記の件、去る

８月８日に地域産業活性化対策特別委員会を開催し意見集約をしたので、その内容

（箇条書き）を下記に報告するので、御精査願い、執行部が今後開催されます審議

会へ反映されるよう取り計らい願います。 

 １、美祢地域ブランド認定の基準について。（１）加工品に含まれる果実、野菜

はおおむね美祢市産であること、（２）梨、ブドウなどの果実は一定基準以上の糖

度があるもの、（３）野菜類は、生産方法や品質において同種のものと明確な違い

があるもの、（４）飲食店で使用される食材は、美祢市産品がおおむね使用されて

いるもの、（５）販売元が美祢市内の個人・企業であること、（６）既に認知され

ている物産品も認定の対象に入れること、（７）他の産品や商品と差別化できるこ

と、（８）農産物はトレーサビリティを徹底されたものであること、（９）各種イ

ベントやコンテスト等で優秀な成績をおさめた商品、物産品も対象とすること。 

 大きい２番といたしまして、美祢地域ブランド認定後の特典について。（１）観

光パンフレットやガイドブック等へ掲載すること、（２）台湾等に商品を輸出する

際の協力支援などの特典をつけること、（３）ブランド認定のロゴ入りステッカー

やロゴ入り看板による宣伝を許可すること。 

 大きい３番といたしまして、ブランド認定の選考委員の人選について。（１）料

理人、料理評論家、マスコミなど多方面の人材を登用すること、（２）市内、県内、

県外を問わず公募により人材を登用すること。 

 ４、その他といたしましして、（１）美祢市のイメージを高めることに主眼を置

く、（２）対象産品、商品に対する消費者ニーズの高さなども考慮すること、

（３）既存産品や商品の掘り起こしにも力を入れること、（４）生産者、企業の所

得向上を得られる仕組みを確立すること。 

 以上の意見を集約いたしましたので、報告し、議長のほうに提出いたします。 

 また、地域産業特別委員会の設置目的の大きな事項である、地域循環型産業に関

する事項ですが、当委員会で竹の廃材等を活用したバイオエタノール事業の勉強会

を重ねましたが、現在のところ、全国で実用プラントの準備が進んでいるのが２カ

所であり、現時点ではコストパフォーマンスを含め、美祢市で実際にできるか検証
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が難しいため、この件につきましては、今後、何らかの動きがあるまでは一旦保留

し、経過を見守ることといたしました。 

 なお、これまでの委員会での審議事項をまとめ、議長に報告し、地域産業活性化

対策特別委員会を終結したいと思います。 

 以上で、地域産業活性化対策特別委員会の委員長報告を終わります。 

   〔地域産業活性化対策特別委員長 西岡 晃君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  地域産業活性化対策特別委員長報告に対する質疑はありませ

んか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、地域産業活性化対策特別委員長の報告を終

わります。 

 以上をもちまして、特別委員長の報告を終わります。 

 なお、これをもって、地域産業活性化対策特別委員会の審査を終了いたします。 

 これより、議案の討論、採決に入ります。 

 日程第２、議案第２号平成２４年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを議

題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  秋芳、美東の市民は、早期の水道の軟水化と料金の統一を願

っています。これについて、市長の御意見や市の見解を、るる説明、総務企業委員

会でありました。ありましたが、全員がＭＹＴを見ているわけではありません。市

の広報とかで、お知らせをお願いしたいと思います。 

 それから、北部の名水が各家庭に給水されるのではないかと、かすかなうれしい

期待を持っていますが、その半面不安もあります。秋芳北部の水が調査の結果、水

量が足りないとか、ほかの問題とかが発生して、水利権とかはないと聞きましたけ

ど、そういった問題が発生して振り出しに戻って、軟水化がおくれたということに

なるのではないかと、そんな不安もあるのですが、そういうこともないようにお願

いをしたいと思います。 

 二つの意見を述べさせていただきます。 

 反対の意見ではありません。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか御意見はございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案認定

であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

 日程第３、議案第３号平成２４年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを

議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案認定で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

 日程第４、議案第４号平成２４年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分について

を議題といたします。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第５、議案第５号平成２４年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定につい

てを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

これより、議案第５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案認定であ

ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

 日程第６、議案第７号美祢市介護保険条例及び美祢市後期高齢者医療に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第７、議案第６号平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第４号）を議題と

いたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第８、議案第８号土地改良事業の一部を変更することについてを議題といた

します。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第９、議案第９号市道路線の認定についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１０、議案第１０号市道路線の変更についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決

であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１１、議案第１１号市道路線の廃止についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決

であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１２、議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１５７条の規

定によりお手元に配付いたしたとおり、議員を派遣したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣をすることに決

しました。 

 さらにお諮りいたします。ただいま、決定いたしました議員派遣につきましては、

その後の事情により変更が生じた場合は、変更の決定について議長に委任いただき

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よってその後の事情により、変更が

生じた場合は、変更の決定について、議長に委任いただくことに決しました。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

 なお、議員の皆さんは、午後１時から、会派代表者会議を開催いたしますので、

お集まりいただきますようお願いいたします。 

 また、終了後、議会運営委員会の開催をお願いいたしますとともに、その後、議

員全員協議会を開催いたします。 

   午前１１時４７分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 ３時１５分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 この際、事務局より、諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 ただいま、机上に配付いたしたものは、議事日程表（第４号の１）、議案付託表、

会議予定表（その２）、以上３件でございます。 

 御報告を終わります。 
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○議長（秋山哲朗君）  お諮りいたします。日程第１３から日程第２７までを日程に

追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、日程第１３から日程第

２７までを日程に追加することに決しました。 

 日程第１３、会期延長についてを議題といたしたいと思います。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日までと議決されておりますが、議

事の都合により、１０月１日までの７日間延長いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、７日間延長することに決し

ました。 

 日程第１４、報告第１号から、日程第２６、議案第２２号までを、会議規則第

３５条の規定により一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日、平成２５年第３回美祢市議会定例会に追加提出いたし

ました報告３件、議案１０件について御説明を申し上げます。 

 報告第１号は、平成２４年度の決算に係る健全化判断比率についてであります。 

 この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によ

り、平成２４年度決算に基づき算定をいたしました健全化判断比率を監査委員の意

見書を付して行うものであります。 

 それでは、それぞれの指標について御説明をいたします。 

 まず、実質赤字比率についてでありますが、一般会計等を対象とした実質赤字の

地方公共団体の標準的な一般財源の規模をあらわす標準財政規模に対する比率であ

ります。 

 次に、連結実質赤字比率につきましては、一般会計、特別会計の実質赤字額及び

企業会計の資金不足額を合計した額が、先ほどと同様の標準財政規模に対する比率

でありますが、以上の両指標とも黒字を計上いたし、赤字比率は生じていないとい

う状況でございます。 
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 続きまして、実質公債費比率についてでありますが、これは、一般会計等が負担

する借入金の元利償還金である公債費や他会計繰出金のうち償還金に充てたものな

ど、公債費に準じた経費の及ぼす財政負担の比率であり、対前年度比で、０．７ポ

イント減の１５．５％となり、早期健全化基準値である２５％を下回っているとこ

ろであります。なお、この比率が高い場合は地方公共団体における資金繰りが悪化

をしていることを示すものであります。 

 最後に、将来負担比率であります。この指標は本市の全ての会計を含んでおり、

比率が高い場合は、将来へ負担を転嫁をする比重が大きくなり、今後の財政運営が

圧迫される可能性があるという比率であります。この指標には、地方債残高のほか、

一般会計等が将来負担すべき実質的な負担額の比率であり、平成２４年度について

は土地開発公社の解散に伴う三セク債借り入れの影響により、対前年度比１４．

３ポイント増の１２９％となりましたが、早期健全化基準値である３５０％を大幅

に下回っております。 

 以上、いずれの指標も早期健全化基準値を下回ったところでございますが、今後

とも、これらの指標の動向に留意をいたしながら、健全財政の維持に努めてまいる

所存であります。 

 報告第２号は、公営企業の平成２４年度の決算に係る資金不足比率についてであ

ります。これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条に基づく財政

指標で、公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率をあらわすものであり

ます。 

 それでは、平成２４年度の決算に基づきまして、会計ごとに御説明をいたします。 

 美祢市水道事業会計、美祢市病院等事業会計、美祢市公共下水道事業会計及び美

祢市農業集落排水事業特別会計事業におきましては、資金不足は生じておりません

が、美祢市観光事業特別会計におきましては、資金不足比率が６０．５％となりま

して、前年度より３２．７ポイント数値が改善をされたものの、経営健全化基準値

の２０％を上回っておるところであります。この比率が高いほど料金収入で資金不

足を解消することが困難で、経営状況が深刻化していると言えるものであります。 

 なお、観光事業特別会計の健全化につきましては、平成２２年３月議会で御承認

をいただきました観光事業特別会計に係る経営健全化計画に基づき、早期の改善に

向けて鋭意取り組んでおり、着実にその成果を上げているところであります。 
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 以上、それぞれの会計の資金不足比率につきまして、地方公共団体の健全化に関

する法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見書を付し、報告するもので

あります。 

 報告第３号は、美祢市観光事業特別会計経営健全化計画の実施状況の報告につい

てであります。観光事業特別会計においては、旧市町の合併時、これは平成１９年

度決算ですが、これの累積赤字が１５億６，１６１万円生じていたことから、合併

初年度から大幅な組織体制の見直しを図った結果、平成２０年度決算において約

１億８，８００万円の単年度黒字となったものの、累積赤字が１３億７，３６８万

４，０００円、資金不足比率が１６９．５％となりまして、経営健全化基準値であ

る２０％以上ということで、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２３条の

規定に基づき、個別外部監査を受け、その監査報告書に基づく経営健全化計画を策

定をいたし、議会にも御承認をいただいているところであります。 

 この経営健全化計画の平成２４年度の実施概要についてでありますが、資金不足

解消実績額は、当初計画を３８９万８，０００円上回る２億４，９１８万２，

０００円となり、その結果、資金不足額４億３，７１６万６，０００円、資金不足

比率は当初計画より１１ポイント高い６０．５％であるものの、着実に減少をして

おります。 

 これは、３洞合わせての入洞者数が約６３万４００人と、対前年比９８．５％と

下回ったものの、歳出面において、投資的経費を抑え節減したことによるものであ

ります。今年度におきましては、夏休み後半の土日が全て悪天候に見舞われる等、

現在、厳しい状況で推移をしておりますが、東アジアを中心とした観光客数は着実

に成果を上げておりまして、山口市とのパートナー協定による事業も１０月からス

タートする等、引き続き積極的な集客を図りつつ、経営健全化計画の実践に努め、

資金不足額の着実な解消を図りたいというふうに考えております。 

 ここに、その実施状況について、関係書類を付し、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第２４条において準用する同法第６条第１項の規定に基づき報告する

ものであります。 

 議案第１３号から議案第２０号を御説明をいたします。 

 議案第１３号は、平成２４年度美祢市一般会計決算、議案第１４号は、平成

２４年度美祢市国民保険事業特別会計決算、議案第１５号は、平成２４年度美祢市
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観光事業特別会計決算、議案第１６号は、平成２４年度美祢市環境衛生事業特別会

計決算、議案第１７号は、平成２４年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計決算、議

案第１８号は、平成２４年度美祢市農業集落排水事業特別会計決算、議案第１９号

は、平成２４年度美祢市介護保険事業特別会計決算、議案第２０号は、平成２４年

度美祢市後期高齢者医療事業特別会計決算でありまして、それぞれの会計の決算に

つきまして、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、市議会の認定を求める

ものであります。 

 なお、別に監査委員の意見書と主要施策成果報告書を付しておりますので、よろ

しく御審議の上、御認定を賜りますようお願いを申し上げます。 

 議案第２１号は、平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第５号）についてであ

ります。 

 このたびの補正は、８月末の秋雨前線豪雨により被災をした農業用施設や土木施

設の災害復旧事業等、緊急を要する経費について補正をするものであります。ここ

で提案説明の場をお借りをいたしまして、若干、災害に関するお話をさせていただ

きたいというふうに思います。 

 まず、本年７月末の豪雨に続き、８月末から９月上旬の豪雨、さらには先週、日

本各地に大きな被害をもたらした台風１８号によりまして、犠牲になられた方々に

心から御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われました皆様に対し、深

くお見舞いを申し上げるところでございます。 

 本美祢市では、下関地方気象台が発表いたします大雨や洪水などの気象に関する

特別警報、それから警報、注意報の情報に即して、総務課防災危機管理室のほか関

係部署の職員が昼夜を問わず、２４時間体制で配備につきまして、職員が一丸とな

って、市民の皆様の生命、財産の安全安心の確保に努めているところであります。 

 しかしながら、近年は皆様御存知のとおり、いわゆるゲリラ豪雨など、これまで

経験したことのないような大雨による甚大な被害が、全国各地で頻繁に起きており

ます。美祢市におきましても、平成２２年度に厚保地区を中心に起きた災害は、皆

様の記憶に新しいところと存じますが、またいつ何時、同様もしくはそれ以上の災

害が美祢市を襲うかもわからない気象状況であります。その際、被害を最小限にと

どめるためには、自助、共助、公助が重要であると言われております。 

 この中で、最も大切なことは自助であり、みずからの命は自分で守るという強い
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意志が必要であります。次に重要なことは共助であり、地域で助け合って、地域の

皆様の安全を確保することであります。そして、最後に必要となるのが公助であり

ます。公助とは、市役所や消防などによる情報の提供、避難所の開設や救助活動、

支援物資の提供など公的支援のことをいいます。このたびの台風１８号の大雨で、

住宅地が冠水した福知山市では、早めの避難勧告に合わせ、地域住民が協力して、

１人では避難できない高齢者等を被害が出る前に避難所に誘導していたという報道

がありましたけれども、自助、共助、公助の三つが互いに連携し一体となることで、

初めて被害を最小限にとどめることが可能となります。早期の復旧復興につながる

ものと考えております。つきましては、市民の皆様、お一人おひとりはもとより、

各地域におかれましては、今後とも引き続き防災対応力の強化を図っていただきま

すようお願いを申し上げるところでございます。 

 それでは、本題の提案説明に戻りまして、まず歳出について御説明いたします。 

 総務課の総務管理費では美祢市役所本庁３階の議事堂屋上につきまして、経年劣

化により低下した防水機能を回復するための改修工事に要する経費として４６８万

３，０００円を計上いたしております。 

 次に、商工費では、美祢あきない活性化応援事業補助金として１１２万４，

０００円を増額いたしております。これは、市内の商業集積における商店の空洞化

を抑制し、商業の振興を図るため、空き店舗の改修費や家賃に対する補助金を交付

するもので、本年度の需要額が当初予算に対して上回るため、不足する額を増額す

るものであります。 

 続きまして、災害復旧費では８月末の秋雨前線豪雨により被災をした農地、農業

施設及び土木施設の復旧に要する経費として、農林施設災害復旧費に１４５万円を、

土木施設災害復旧費の単独災害復旧費、補助災害復旧費に合わせて４，９５１万７，

０００円を増額いたしております。 

 一方、歳入では、国庫支出金、地方交付税、市債を財源として５，６７７万４，

０００円を増額いたしております。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，６７７万

４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５１億４，

８４９万６，０００円とするものであります。 

 次に、地方債の補正であります。土木施設補助災害復旧事業債につきまして、限
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度額の補正を行っております。 

 議案第２２号は、平成２５年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）でありま

す。 

 このたびの補正は、秋芳地域において実施をする新水源の探査業務に要する経費

を増額補正するものであり、資本的支出予算の建設改良費を９５０万円増額し、資

本的支出予算の総額を５億４，１２７万３，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億９，８２０万円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８０７万６，０００円及び過

年度分損益勘定留保資金２億９，０１２万４，０００円で補填するものであります。 

 以上、追加提出いたしました報告３件、議案１０件について御説明申し上げまし

たが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて、提案理由説明を終わります。 

 日程第１４、報告第１号、平成２４年度の決算に係る健全化判断比率についての

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第１号を終わります。 

 日程第１５、報告第２号公営企業の平成２４年度の決算に係る資金不足比率につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第２号を終わります。 

 日程第１６、報告第３号平成２４年度美祢市観光事業特別会計経営健全化計画の

実施状況の報告についての質疑を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  お尋ねします。 

 実施状況のことなんですけど、台湾の台北市に美祢市の交流事務所を開設したと

いうことは、これに対して疑問の声もたくさん聞きますが、この中で、この市長の

提案の説明の中では、東南アジアを中心とした観光客数を着実に成果を上げており

とありますが、どのぐらい、ちょっと目に見えないんですけど、どうなんでしょう

か。この交流事務所開設で何か疑問の声が、本当にいいのと感じで、国内の観光に
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力を入れたほうがいいんじゃないのかねとかいうことをよく聞きますが、その成果

を教えてくださいませ。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  三好議員の御質問ですが、今、台湾の事務所、美祢市のです

ね、これ、全国で初めて基礎自治体として開設をしたものですね、御承知のとおり。 

 疑問の声をたくさん聞くというふうにおっしゃいましたけど、後ほどその中身を

教えていただきたいと思います。どういう疑問の声があるかですね。 

 ただいま、台湾なんかに事務所を開いて、国内の観光のほうの開発の確保が大切

じゃないかというふうな意図での御質問だったと思いますけれども、もちろん、国

内の交流人口、国内の方々をこの美祢市、まあ、秋吉台、秋芳洞を中心としてです

ね、この地に導き入れていくというのは大変大切なことであって、それは全力を挙

げて取り組んでおるというところです。 

 このことは、前から申し上げておるけれども、今、日本国全体の人口がどんどん

減少してきております。交流人口も少なくなっておるということで、これは、三好

議員御存知だろうけれども、国自体が、東アジア、東南アジアに目を向けて、国外

からの観光客を受け入れていこうというのを国策としてもう出しておられます。同

様に、山口県もそれを出しておられます。 

 我々美祢市はそれに先んじる形で動いているという形で、逆を言えば、先日も、

私、山本繁太郎知事とこの美祢市でお会いしまして、いろいろそういう話をさせて

いただきましたけれども、美祢市がやっていることを非常に山本知事も評価をして

おられるということで、今後、県としても、美祢市がやっておられることをバック

アップしていきたいということを言っておられました。 

 これは、美祢市が日本ジオパークを目指しておるということとも強く関係をして

おるということです。日本ジオパークたる美祢市を目指して、そのことをもって国

内はもとより、国外からもたくさんの方にここに来ていただいて、そのことをもっ

て、この地域の振興に結びつけていこうということですね。 

 ですから、その細かいデータはですね、例えば、台湾のほうに事務所を設置をし

て非常に濃密な、今、人のネットワーク、そして、組織のネットワークをつくって

いっております。三好議員おわかりのようにですね、物事をなそうとしたときには、

人と人とのつながり、それから、組織と組織のつながり、こういうものをまずつく
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り上げて、その上で結果としていろんな効果、結果が起こってくるということです

ね。まず、そのことをやっておるということです。 

 しかしながら、もう既にですね、台湾国内で、ま、日本で言えばＪＴＢに相当す

るような大きな旅行会社、それから、それに準ずるような旅行会社がですね、美祢

市が台湾に事務所を持っておるということで、古川所長が非常に熱い思いを持って

動き回っておりますんで、向こうで、山口県秋吉台、秋芳洞に来られるツアーを何

ツアーも組んでいただいております。ですから、現実的にもう山口県美祢市にそう

いう方々が入ってきておられるということですね。ま、そのことの御認識をしてい

ただきたいと思います。これは、もう前からお話をしておると思いますけれども。 

 ですから、そのことを認識された上で──今、いろんなたくさんの声があるとい

うことをおっしゃいました。それは、わからんことはないです。いろいろ新しいこ

とをやろうとしたときには、必ず批判が出てまいりますし、そのことを私は丁寧に

議会の場でもいろんな、市報の場でもお伝えをしておるつもりだけれども、なかな

か理解ができないということだろうと思います。冒頭申し上げたように、三好議員

がですね、そのことをたくさん聞いておるとおっしゃいましたんで、私も参考にし

たいですから、どういうことを言っておられるのか、どういう思いを持って言って

おられるのかも、ちょっと教えていただけると幸せますが、議長、よろしいでしょ

うか。 

○議長（秋山哲朗君）  ちょっと座ってください。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  美祢市がお金が多いんじゃねと。外国に事務所を持ってと。

その職員さんの給与というか、出張扱いになってるんじゃない。どのぐらい使って

るんかねと。出張扱いじゃないのかねて。ちゃんとしたビザをとって行っているの

かとか、そういったやり方とかもどうなってるんじゃろうかと。 

 そして、今、台湾に観光の事務所を持っているけど、本当に台湾の方たちが来て

んだろうかということを聞きます。だから、何人ぐらいの、成果がどうなんだろう

かと思いました。台湾に事務所を持って大丈夫なのっていう声は聞きます。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  三好議員、そのときお答えください。 

 これは、美祢市の一般会計でやってるわけじゃないです。今、私がこの壇上で平

成２４年度の決算の提案説明をさせてもらいましたよね。美祢市の観光事業という
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のは合併時に約１６億の累積赤字を抱えたまま合併をいたしました。その後、毎年、

毎年度毎年度、約２億円から、大体２億円ベース、多いときには、単年度で３億円

近い黒字を出していっております。ですから、その赤字を着実に解消していってお

るということ、これを御理解いただきたい。 

 そして、今回の事業そのものは、台湾に事務所を出して、その経費につきまして

は、観光事業でやっておるということです。おわかりですか。ですから、秋吉台、

秋芳洞の観光事業の収益も毎年２億円からの黒字を出しています。そのお金をもっ

てこれを行って、そして、さらにお客様をふやして、黒字額をふやしていこうとい

うこと、で累積赤字を解消して、その後はですね、さらにこの美祢市内に黒字部分

をもって大きな仕事もできるようになると。 

 ですから、秋芳地域、美東地域はもちろん、この美祢地域もですね、それによっ

ていろんなインフラが整備されてくるし、たくさんのお客さんが来られたときに、

ああ、美祢はすばらしいな、という環境も整えていくことができるということです

ね。そのことを御理解していただきたい。 

 ですから、そのことを三好議員は頭に入れておいていただいて、そういう疑問と

かあったら、こういうことだということで、お話をしていただくと幸せます。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  まだありますか。はい、どうぞ。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  職員さんの待遇はどうなんでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  三好議員、台湾事務所のほうには、１人女性が常時勤務をし

ていただいております。この方がですね、台湾国の中華民国の福岡総領事館にお勤

めだったお方が、結婚を機に台湾にお帰りになることになりました。そのときに、

台湾総領事の方が、私に、どうか彼女非常に優秀な人間であるし、台湾国内で非常

に人脈が豊富な方だから、美祢市が今、台湾と交流を深めていただくのに、非常に

台湾として大きな期待を寄せておるんで、彼女を使ってもらえないかということで、

私どもの事務所に常勤をしていただいております。台湾でですね、台湾の美祢の事

務所に。 

 そして、所長たる古川所長はですね、こちらの勤務もありますし、台湾での勤務

もありますから、その一番重要なときに向うに行く、そしてこちらで整理するべき
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ことはこちらで、日本の美祢市で整理するべきことは整理をするという形で動いて

おります。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  私が聞きたかったのは、その所長さんの待遇なんですけど、

その台湾の女性は、まあ、おいとって、所長さんの待遇が出張扱いで、こっちのと

きはこっち、向こうのときは向こうってなってるんですよね。そのストレスという

か、別にその方から聞いたわけじゃありませんよ。その美祢市の職員さんの待遇は

どうなんだろうかと思いました。 

○議長（秋山哲朗君）  もっと大きなことをですね聞いていただきたいと思いますし、

そういったことは、古川君も、たしか、今おるんかな、今おるんかな、いない、向

こうへ行っちょる、ああ、こっちにはおるんじゃな。彼もここにまだいますからね、

また彼に聞かれたらいいんじゃないかと思いますけど。 

 そのほか、一般の方から言われておる大事なことはないですか。 

○９番（三好睦子君）  よくまた、今、聞いたことも話して、こうなんじゃけど、ど

うやろかということも聞いて、また後日機会がありましたら、発表します。意見を

言わせていただきます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第３号を終わります。 

 これより日程第１７、議案第１３号平成２４年度美祢市一般会計決算の認定につ

いてから、日程第２４、議案第２０号平成２４年度美祢市後期高齢者医療事業特別

会計決算の認定についてまでの質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。日程の順序を変更し、日程第２７を先議したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。 
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 日程の順序を変更し、日程第２７を先議することに決定しました。 

 日程第２７、決算審査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。議案第１３号から議案第２０号までの８件を審査するため、

委員会条例第６条の規定により、１６人の委員をもって構成する決算審査特別委員

会を設置したいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号から議案第

２０号までの８件を審査するため、１６人の委員をもって構成する決算審査特別委

員会を設置することに決しました。 

 なお、設置期間は、その審査目的が終了するまでといたします。 

 ただいま設置されました、決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第７条第１項の規定により、議長、副議長及び議員から選出された監査委員を

除く１６人の議員を指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。議案第１３号から議案第２０号までについては、議案付託表

のとおり決算審査特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号から議案第

２０号までについては、決算審査特別委員会に付託することに決しました。 

 この際、御報告申し上げます。特別委員会の正副委員長は決まっておりますので、

申し上げます。 

 決算審査特別委員会委員長に髙木法生議員、副委員長に下井克己議員が就任され

ましたので、御報告申し上げます。 

 この際、正副委員長より御挨拶の申し出がありますのでお願いをいたします。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長、お願いをいたします。 

○決算審査特別委員長（髙木法生君）  それでは、一言御挨拶を申し上げます。 

 このたび、平成２４年度決算審査特別委員会の委員長の選任を受けました髙木法

生と副委員長の下井克己でございます。もとより力はございませんけれども、皆様

方の御協力によりまして、慎重なる審査を進めてまいりたいと思います。どうかよ

ろしく御協力のほどお願い申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお願いい
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たします。 

○議長（秋山哲朗君）  日程第２５、議案第２１号平成２５年度美祢市一般会計補正

予算（第５号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２６、議案第２２号平成２５年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 お諮りいたします。本日の会議時間は、会議規則第９条第２項の規定により、議

事の都合によりこれを延長することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議事の都合により会議時間

を延長いたします。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

 なお、議員の皆様は、４時から総務企業委員会を、終了後、予算委員会の開催を

お願いいたします。 

   午後３時５０分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後６時２０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 日程第２５、議案第２１号及び日程第２６、議案第２２号を会議規則第３５条の

規定により一括議題といたします。 

 本件に関し、常任委員長の報告を求めます。総務企業委員長。 

   〔総務企業委員長 河本芳久君 登壇〕 

○総務企業委員長（河本芳久君）  ただいまより、総務企業委員会の委員長報告を申

し上げます。 

 本日、本委員会に付託されました議案第２２号平成２５年度美祢市水道事業会計
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補正予算（第１号）につきまして、委員全員出席のもとで審査をいたしました。そ

の経過と結果について、御報告申し上げます。 

 執行部より、このたびの補正は、今定例会において議論がありました秋芳地域に

おける水源探査への早期着手について、資本的支出の建設改良費を９５０万円増額

し、秋芳地域水源探査業務委託料の経費に充てるもので、増額の結果、資本的支出

の合計を５億４，１２７万３，０００円とするものでございます。 

 この業務は、渇水期１１月から１月の間に行う必要があるため、今回、補正予算

として計上するものですとの説明がありました。 

 次に、主な質疑について御説明いたします。 

 委員より、今回の９５０万円の調査費で、どの程度の水源調査が可能なのか、調

査箇所はどこになるのかとの問いに対し、執行部より、内容は高密度電気探査とい

う電気探査機を使い調査を行いまして、水脈があるところを調べ、そのうちの目ぼ

しいところをボーリング調査を行います。それから、水量確認、水質調査等を行い

ます。探査深度は５０メートル程度になります。調査箇所につきましては、旧秋芳

町のときに調査しているところと、新しいところを含めて、全体で数カ所行いたい

と考えておりますとの答弁がありました。 

 続いて、委員より、この調査方法は美祢市で実績があるのかとの問いに対し、執

行部より、於福町西寺、豊田前町の社会復帰促進センターの２カ所の増補改良のと

きに探査を行っておりますとの答弁がございました。 

 次に、委員より、ボーリングの経費はどのぐらいかかるのかとの問いに対し、執

行部より、通常は１０から１５メートル程度のボーリングを考えており、ボーリン

グの直径にもよりますが、１メートルの掘削で４万から５万程度の直接工事費と、

それに係る経費が必要ですとの答弁がありました。 

 また、委員より、当初予算で承認した硬度低減化装置設置のための認定の申請書

類の作成は、現在停止しているのかとの問いに対し、執行部より、まだ、硬度低減

化の方法が決まっておりませんが、申請書自体の作成については、行えるものは継

続して行っています。変更申請は秋芳町、美東町、別々に行うことになりますとの

答弁がありました。 

 また、委員より、美東町だけでも、硬度低減化装置はつくということでいいのか

との問いに対して、市長より、美東地域そのものが水量が不足しているので、美東
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地域の水源探査をする予算をつけております。今回、ブレンド方式の要望があり、

秋芳地域の水源探査も行う予定にしています。結果として、一緒の方式になるか、

別々の方式になるのかわかりませんが、イニシャルコスト等を考慮して判断するた

め、いろんなことを調査します。現段階ではどの方式ということは言えませんとの

答弁がありました。 

 他に、本案に対する意見はなく、採決の結果、全員異議なく全会一致にて原案の

とおり可決されました。 

 以上をもちまして、総務委員長報告を終わります。 

   〔総務企業委員長 河本芳久君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  総務企業委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、総務企業委員長の報告を終わります。 

 続いて、予算委員長の報告を求めます。予算委員長。 

   〔予算委員長 髙木法生君 登壇〕 

○予算委員長（髙木法生君）  ただいまより、予算委員会の委員長報告を申し上げま

す。 

 本日、本委員会に付託されました議案第２１号平成２５年度美祢市一般会計補正

予算（第５号）につきまして、委員１名欠席のもとで審査をしましたので、その審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 執行部より、このたびの補正は、災害復旧等緊急性を要する事業実施のため、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，６７７万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５１億４，８４９万６，０００円としま

すとの説明がありました。 

 次に、質疑について御説明いたします。 

 委員より、今年度、美祢あきない活性化応援補助金を活用されているのはどちら

の地区かとの問いに対し、執行部より、平成２５年度の申請件数は１件となってお

り、これについては美祢地域の大嶺町ですとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、補助金について周知徹底したほうがいいと思うが、どういっ

た周知方法をとっているのかとの質問に対し、執行部より、周知についてはホーム

ページ、広報等で行っています。商工会については、必要な事案があれば直接説明
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をお願いしていますとの答弁がありました。 

 本案に対する意見はなく、採決の結果、全員異議なく全会一致にて原案のとおり

可決されました。 

 以上をもちまして、予算委員長報告を終わります。 

   〔予算委員長 髙木法生君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  予算委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、予算委員長の報告を終わります。 

 以上をもちまして、常任委員長の報告を終わります。 

 これより、議案の討論、採決に入ります。 

 日程第２５、議案第２１号平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第２１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２６、議案第２２号平成２５年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第２２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 
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 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。大変お疲れでございました。ありがとうござい

ました。 

   午後６時３３分散会 

────────────────────────────── 
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